
 

 

 

― 令和７年度 公募要領 ― 
川崎市では、市内中小企業の活性化のために、新製品・新技術開発を支援する補助金制

度を設けています。 

 

【お問合せ・申請先】 

川崎市 経済労働局 経営支援部 経営支援課 経営革新担当 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町 1 番地 本庁舎９階 

電 話：044（200）2324 FAX：044（200）3920   

対 象 者 

市内に事業所を有して１年以上事業を営む中小企業者｡ 
ただし、１年未満でも市長の指定する施設等に本店（主たる事務所）を有してい

る中小企業者は対象となります｡ 

対 象 事 業 新技術・新製品開発事業 

補 助 額 １件あたり 50万円以上 100 万円以内 

対 象 経 費 

原材料の購入に要する経費 

機械・工具の試作・改良・購入・借用に要する経費 

産業財産権の導入（取得・使用）に要する経費 

外注加工に要する経費 

技術指導等に要する経費 

大学や公設研究機関等への研究費 

その他市長が必要と認める経費 

補 助 率 補助対象経費の１／２以内 

選 定 方 法 
有識者等による意見聴取を踏まえて、市が開催する補助金交付審査会において

選定します｡ 

申 請 手 続 

ホームページのＷＥＢフォームから申請してください。 
「https://logoform.jp/form/FUQz/248412」 
※ＷＥＢ申請ができない事業者については、郵送での申請も 
可とします。 

受 付 期 間 令和７年４月１日（火） ～ ４月２１日（月）【必着】 

https://logoform.jp/form/FUQz/248412
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 １ 事業の目的                                   

中小企業者が行う新技術・新製品の開発等に要する経費に対して補助金を交付することによ

り、国際競争力のある技術を有した中小企業の創出を図るとともに、新事業の創出を促し、市

内中小企業の活性化を図ることを目的としています。 

 

 ２ 補助対象事業                                  

補助対象事業は、中小企業者が単独又は他企業等と連携して新技術・新製品の事業化に向け

た研究開発を行う事業とします。 

※補助対象期間内に、試作品等の補助対象事業の成果物を完成させることが条件となります。 

※次の①から⑥に該当する場合は、補助対象とはなりません。 

①既に研究開発が完了しているとき 

②研究開発の全部又は大部分を外部へ委託するとき 

③生産設備等の機械装置の導入が主な目的であるとき 

④製品の量産化に過ぎないとき 

⑤同一研究内容・同一経費で、既に川崎市又は他の行政機関等の研究開発費助成制度によ

る助成を受けている場合、又は採択が決定している場合 

⑥補助金の額が５０万円未満の事業であるとき 

 

 ３ 補助対象者                                   

申請にあたっては、次のすべての要件を満たす必要があります。 

（１）市内に事業所を有して１年以上事業を営む中小企業者。ただし１年未満でも市長の指

定する施設等に本店（主たる事務所）を有している中小企業者は対象となります。 
（対象施設等）    ①かながわサイエンスパーク 

②かわさき新産業創造センター 

③テクノハブイノベーション川崎 

④明治大学地域産学連携研究センター 

⑤ナノ医療イノベーションセンター 

⑥KSP Biotech Lab 

※「中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者を指

します。 

（２）市民税を滞納していない者であること。 

（３）次のいずれにも該当しない者であること。 

① 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が、同一の大企業の所有に属してい

る者 

② 発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が、大企業の所有に属している者 

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１を占めている事業者 

※大企業とは、中小企業者以外の企業を言います。なお、大企業には、中小企業投資育成株式会社、

投資事業有限責任組合は含まれません。 

（４）過去 2 年度以内に当該補助金の交付決定を受けていない者であること。 

（５）代表者又は役員のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。）に該当する者が

いないこと。 
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 ４ 補助金の額及び補助率                              

補助金の額は、５０万円以上、１００万円を限度とします。 

補助率は、補助対象経費の合計の２分の１以内です。 

※補助金は、年度内に採択された件数に応じ、予算の範囲内での配分となるため、申請額と

交付決定額は一致しない場合があります。 

※補助金は、補助対象事業終了後の確定払いになります。 

 

 ５ 補助対象経費                                  

中小企業者が単独又は他企業等と連携して新技術・新製品開発を行う際に要する経費のうち、

次に掲げるもの。 

費     目 内         容 

原 材 料 費  

機 械 工 具 費 

産 業 財 産 権 導 入 費 

 

 

 

外 注 加 工 費 

技 術 導 入 提 携 費  

試 験 研 究 費 

そ の 他 経 費 

原材料の購入に要する経費 

機械・工具の試作・改良・購入・借用に要する経費 

産業財産権の取得や使用に要する経費（※日本の特許

庁に納付する費用（出願料や審査請求料）は含みませ

ん。弁理士への謝金やライセンス契約料等が対象とな

ります。） 

外注加工に要する経費 

技術指導等に要する経費 

大学や公設研究機関等への研究費 

その他市長が必要と認める経費 

※「その他、市長が特に認める経費」とは、「会場使用料」、「資料購入費」、「通信運搬費」、

「雑役務費」等で、研究開発に伴う諸経費となります。 

※産業財産権の取得に際しては、事業期間内に出願が終了することを条件とします。また、

複数者で共同出願する場合には、経費を共同出願者で按分した額が対象となります。 

※人件費、旅費、臨床試験に関する労務費・飲食に関する費用、パソコン等汎用性が高く

他の事業にも使用できるものの購入費用等は補助対象外となります。また消費税額は対

象となりません。 

※振込手数料等の支払いにかかる手数料は対象外となります。なお、振込手数料が先方負

担となる場合、その金額分は値引きがあったものとして取り扱い、実際に振り込んだ金

額の税抜金額のみが対象となります。 

※送料や設置代など、補助対象経費と密接に関連する経費については、一連の支出に含ま

れる場合のみ、対象として認められます。 

 

 ６ 補助対象期間                                  

補助対象期間は、１年度内（令和７年４月１日から令和８年 3 月 31 日まで）です。 

 

 

 ７ 申請書類                                    

次の書類を各１部揃えて提出してください。 
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（１）補助金交付申請書（第１号様式） 

（２）事業計画書（第２号様式） 

（３）誓約書（第３号様式） 

（４）直近３か月以内の納税証明書の写し（法人の場合は法人市民税の納税証明。個人事業

主の場合は市民税・県民税（個人）の納税証明） 

（５）登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し※個人事業者の場合は、開業届の写し又は

確定申告書の写し 

（６）会社パンフレット（会社の経歴書） 

（７）見積書等の補助対象経費算定に係る資料 

（８）申請内容に関連する特許・実用新案（出願中のものを含む。）がある場合には、その写

し 

（９）申請内容に関連して、法律に基づく認定や公的機関等の補助等を受けたことがある場

合には、そのことが確認できる書類 

（１０）決算関係書類（直前 2 期分の貸借対照表及び損益計算書、製造原価報告書、販売費

および一般管理費の内訳書） 

※開業後２期を経ていない場合は、申請時に申し出てください。代替手段についてご相

談いたします。 

（１１）第８条第３項に定める加点項目に係る書類 

（１２）有識者等による意見聴取で使用するためのプレゼン資料 （任意） 

※提出書類は返却しません。上記以外に追加資料の提出を求める場合があります。 

 

 ８ 申請書類の提出等                                

申請書類は、申請期間中にＷＥＢフォームで提出してください。 

ただし、ＷＥＢ申請ができない事業者については郵送での提出も可とします。 

 

◆申請 

【ＷＥＢフォーム】 

【https://logoform.jp/form/FUQz/248412】 

【郵送】 

川崎市経済労働局経営支援部経営支援課経営革新担当 

住所： 川崎市川崎区宮本町１番地 本庁舎９階 

 電話：044（200）2324（※土曜、日曜、祝日を除く８:３０から１７:１５まで） 

 

申請期間 令和７年４月１日（火）～４月２１日（月）【必着】 

 

 

 

 

 

 

 

https://logoform.jp/form/FUQz/248412
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 ９ 審査の基準                                   

補助対象事業は、次の事項に基づき、審査を行います。 

審査項目 観点 

① 開発内容の妥当性 補助対象事業（今年度の研究開発）における、目標、解決手段、

実施内容、スケジュール等が明確かつ妥当な内容になってい

るか 

② 新規性・独自性 新技術・新製品における、従来の製品等に無い優れた点、模倣さ

れにくい点、自社の強みを活かせる点、知的財産権の取得可能性

など、新規性・独創性を備えているか 

③ 市場性 新技術・新製品の市場ニーズ、市場規模、市場シェアの見込み

等が明確か 

④ 事業化・製品化の見込み 新技術・新製品の事業化に向けて、今年度の研究開発以外に必要

な事項（追加開発、生産・販路開拓の体制整備等）が妥当か 

⑤ 環境性・社会性 新技術・新製品が、脱炭素をはじめとする環境への貢献等、社

会や産業界に好影響を与えるか 

⑥ 財務状況 補助対象事業を適切に遂行できると期待できるか 

⑦ 加点項目１ 本事業がデジタル化又はＳＤＧs の達成に資する場合、その理
由と効果を記載していただき、内容が適切である場合のみ、加
点対象となります。 

⑧ 加点項目２ 事業継続計画（ＢＣＰ）または事業継続力強化計画を提出する
ことで加点対象とすることができます。ただし、過去３年度以
内に発行または改定し、その年月が記載されていることを要
します。 
認証等は必要ありませんが、内容が適切である場合のみ、加点
対象となります。 
提出に際して、企業秘密又は個人情報に該当する部分につい
ては、塗りつぶし等により、表示しないことができます。その
場合、何の項目なのかは判別できるようにしてください。 

※加点項目の記載は必須ではありません。いずれの加点項目についても、審査会にて加点の妥

当性が認められた場合のみ、加点対象となります。 

 

 １０ 交付の手順と方法                               

補助金の交付決定にあたり、次の手順で審査を実施いたします。 

（１）申請書類の確認 

提出された申請書類について、記載内容や添付書類の有無等の確認を行います。 

（２）有識者等による意見聴取 

提出された申請書類をもとに、個別面談形式によるヒアリングを実施します。ヒアリン

グは、プレゼンテーション５分程度、質疑応答１５分程度を予定しております。具体的な

日時は市において指定いたします。なお、一部の参加者について、オンライン会議システ

ム等を用いて参加することは妨げませんが、必要となる全ての機材（回線等を含む）の準

備・設置は、申請者の責任において、申請者自らが行うものとします。 

また、状況によっては、個別面談方式ではなく、書面等による質疑応答を行う場合があ

ります。その際は各申請者に連絡いたしますので、あらかじめご了承ください。 

（３）審査及び交付の決定 
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上記（２）の結果を踏まえ、市において最終的な審査を実施し、補助対象事業、補助対

象事業者、交付額を決定します。採択された事業者には、交付決定金額が記載された交付

決定通知を送付します。 

※不採択となった事業者には、通知等は送付しません。 

（４）採択結果の発表 

採択された事業は、企業名（申請者名）、事業内容等を本市ウェブサイト等にて公表いた

します。 

（５）事業計画の変更等 

交付決定した事業の内容を変更するとき、又は中止するときには、予め市の承認が必要

となります。 

 

 １１ 交付決定の取消し等                              

次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した

補助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。 

① 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

② 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

③ 補助金の交付を受けるまでに補助事業及び補助対象者たる要件を欠くようになった

とき。 

④ 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、川崎市新技術・新製品開発等支援

事業補助金交付要綱に定める規定、その他法令等に基づき市長が行った指示、若し

くは命令に違反したとき。 

※補助金の返還をしていただくときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日まで

の日数に応じ、当該補助金の額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金

を本市に納付する必要があります。 

※補助金の返還期限は、返還の命令日から２０日以内とし、期限内に納付されない場合は、

納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年１０．９５パーセント

の割合で計算した延滞金を本市に納付しなければなりません。 

 

 １２ 研究成果等の報告及び補助金の交付等                      

（１）補助事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときには、研究成果及

び交付を受けた補助金の経費内訳について、所定の報告書に必要な書類を添付して提出し

てください。 

※提出していただく書類 

①事業実績報告書、②支払いを証する書類の写し、③事業別経費内訳書 等 

（２）報告された内容を審査し、適正であると認めたときに、補助金の額を確定します。確定

後に、交付決定企業からの請求により、補助金を交付します。 

 

 １３ 産業財産権の帰属等                              

産業財産権の具体的な取扱いについては、次のとおりです。 

（１）事業により得られた産業財産権（特許権等）は、発明者に帰属します。ただし、補助

金が交付された翌年度から起算して 5 年以内に、補助事業に関して特許等の出願をし、
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又はこれらの権利を取得したときは、市長に報告しなければなりません。 

（２）産業財産権の全部又は一部の譲渡等を行おうとする場合は、事前に市長の承認を受け

なければなりません。 

 

 １４ 取得財産の管理                                

この補助事業により取得した研究設備等の財産の所有権は、申請者に帰属します。但し、財

産管理、処分等に関しては、次のような制限があります。 

（１）この補助事業により取得した財産については、補助事業終了後も善良なる管理者の注

意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的な運用を図らなければなりません。

（他の用途への使用はできません。） 

（２）補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年以内に、

備品（取得財産のうち、単価１０万円（税抜き）以上のもの）の廃棄、譲渡又は貸付し

ようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。 

 

 １５ その他                                     

（１）マスコミ等に研究成果の発表をされる場合は、本制度による研究の成果であることを明

記してください。また、公表した資料を本市に提出してください。 

（２）補助事業終了後、補助事業成果の普及等を目的とするアンケートやヒアリング等を行う

場合がございますので、各種調査にご協力ください。 
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 １６ 年間スケジュール                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

有識者によるヒアリング 

４月１日～２１日 

 

申請書の受付 

審査 

交付決定 

中間検査 

実績報告書の受付 

交付額の確定 

支払い 

５～６月 

６～７月 

７月 

秋～冬頃 

３月中旬までに 

３月下旬までに 

５月までに 
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（参考）                                 
 

新技術・新製品開発等支援事業補助金 交付決定事業 
 
 令和 ６年度：４件 

令和 ５年度：２件 
令和 ４年度：４件 
令和 ３年度：４件 
令和 ２年度：４件 

 
年度 企業名 テーマ名 

６ 

TOMPLA㈱  ドローン搭載型有毒ガス検知センサー機構の開発 

㈱セレクト 自発光 LED 式保安用機材の高効率充電システムの開発 

㈱ビー・ケース 小児アレルギー性疾患用 新保湿剤の開発 

㈱オプティックス 透明型光制御フィルム（LCF：Light Control Film）の開発 

５ 

リカザイ㈱ 純チタン箔・純マグネシウム箔の厚さ１μｍのシート材の製造技術開発 

㈱ヘルスケア—口腔器材研

究所 
口腔内で歯面にヒドロキシアパタイトを生成する組成物の開発 

４ 

アクト電子㈱ 多点ドップラの開発～鉄道車両の非接触高精度速度測定の実現～ 

サイトロニクス㈱ 再生医療の製造 DX のためのマクロ・顕微鏡同時監視技術の開発 

㈱細胞応用技術研究所 同種再生医療を提供するための細胞保存液の開発 

㈱LexxPluss 
物流倉庫における自動搬送ロボットとベルトコンベアとの自動移載アプリケーショ

ンの開発 

３ 

ユースキン製薬㈱ 高分子セリシンを機能性保護剤として活用した皮膚適用製剤の開発 

モーションリブ㈱ 市販協働ロボット製品を用いた産業プロセスの自動化・遠隔化システムの開発 

㈱事業革新パートナーズ 100%植物由来バイオプラスチックの開発 

エレックス工業㈱ 広帯域なデジタル水蒸気ラジオメータの開発 

２ 

㈱メトセラ 線維芽細胞を活用した間質性肺炎向けの再生医療製品の開発事業 

㈱プリス 粉体回収率を向上させた噴霧乾燥”コアンダ”ディスクの製品化開発 

㈱マイクロネット 音源可視化装置の開発 

リカザイ㈱ 純マグネシウム箔の製造プロセス開発 
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提出書類チェックシート 【各１部ご準備ください。】 

 書類名 確認事項 チェック 

１ 補助金交付申請書 

【第１号様式】 

【必須】 

・記入例に基づいて記載されているか 

・経費項目が、補助対象経費にあっているか 

 

２ 事業計画書 

【第２号様式】 

【必須】 

・記入例に基づいて必要な事項が記載され

ているか 

 

３ 誓約書 

【第３号様式】 

【必須】 

・役員等名簿には、登記簿謄本に掲載されて

いる役員全員分が記載されているか 

 

４ 市民税納税証明書の写し 

・事業を営んでから２年未満の中

小企業者については、申請時点で添

付できる市民税納税証明書 

【必須】 

・直近３ヶ月以内に発行したものであるか 

 

５ （法人）登記簿謄本の写し 

（個人）開業届の写し又は確

定申告書の写し 

【必須】 

 

 

６ 会社パンフレット、経歴書 【必須】  

７ 見積書等の補助対象経費算定

に係る資料 

【必須】  

８ 申請内容に関連する特許・実

用新案（出願中のものを含

む。）の写し 

【申請内容に関連する特許・実用新案（出

願中のものを含む。）が有る場合に必要】 

 

９ 申請内容に関連して、法律に

基づく認定や公的機関等の補

助等を確認できる書類 

【申請内容に関連する法律に基づく認定

や公的機関等の補助等を受けたことが有

る場合に必要】 

 

10 決算関係書類 【必須】 

・直近２期分。貸借対照表・損益計算書・製

造原価報告書・販売費および一般管理費の内

訳書 

 

11 その他 追加資料 

 

【必要に応じて】 

・加点項目に係る書類 等 

 

12 有識者等による意見聴取で使

用するためのプレゼン資料 

【必要に応じて】 

プレゼンテーション資料を活用される場

合には、１つのファイル形式にまとめてい

ただき、データで御提出ください。 
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記入例 
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● 記入例                                 

第 1 号様式（第 7 条関係） 

川崎市新技術・新製品開発等支援事業補助金交付申請書 

 

●●年４月●日 
（宛先）川 崎 市 長  

 本 店 所 在 地 川崎市川崎区▲▲町○番地  

 企 業 名 □□□株式会社  

 代表者職・氏名 代表取締役 川崎 一子   

 事業実施場所 本店所在地と同じ  

    

〔連絡担当者〕 氏 名 川崎 一美  

 所属・職名 技術部 部長  

 電 話 番 号 ０４４－＊＊＊－＊＊＊＊  

 メールアドレス ○○○○＠×××．▲▲▲  

川崎市新技術・新製品開発等支援事業補助金交付要綱第 7 条の規定により，次のとおり申請します。 

事 業 名 新型距離測定器に用いる赤外光レーザー投光部・受光部の開発 

実 施 期 間 ●●年４月１日～■■年３月３１日 

総 事 業 費   2,500千円 

補 助 申 請 額    800千円 

補助対象経費内訳 別紙 

 
◆企業概要 

事 業 内 容 電子計測器製造業 資 本 金 
10,000 千円 

（大企業の出資割合 0.0％） 

従 業 員 数 ●●名 創業年月 平成５年４月 

主 要 製 品 

レーザー計測装置６０％ 

主要取引先 

株式会社◆× 約３０％ 

レーザー切断装置２０％ ×▲株式会社 約１０％ 

受託開発装置２０％ 株式会社▲◆ 約５％ 

 

事業を実施する川崎市内の事
業所の所在地を記入 

本申請書の問合せ窓口担当者
を記入 

補助対象経費の合計額の１／２
の額を記入（上限 100 万円、千円
未満切り捨て） 
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別紙 補助対象経費内訳 

費  目 金額（単位：円） 
(1)原材料費 
（内訳） 
投光部部品 

受光部部品 

 
 

600,000 
300,000 

小  計 900,000 
(2)機械工具費 
（内訳） 
受光版切断用超音波カッター 

 
 

300,000 
小  計 300,000 
(3)産業財産権導入費 
（内訳）－ 

 
 

小  計 － 
(4)外注加工費 
（内訳） 
受光版貼合せ 

 
 

100,000 
小  計 100,000 
(5)技術導入提携費 
（内訳） 
測定費 

 
 

200,000 
小  計 200,000 
(6)試験研究費 
（内訳）－ 

 
 

小  計 － 
(7)その他経費 
（内訳） 
現場試験にかかる運搬費及び設置費 

 
 

100,000 
小  計 100,000 
補助対象経費の計 1,600,000 
補助対象外経費 
（内訳） 
社内人件費 

旅費 

 
 

800,000 
100,000 

総事業費 2,500,000 
※消費税を除いた額を記入してください。 

社内人件費、旅費は補助対象外 

○補助対象経費の費目は下記のとおり。
各費目の定義は、「公募要領５．補助
対象経費」の表を参照のこと。 

・原材料費 
・機械工具費 
・産業財産権導入費 
・外注加工費 
・技術導入提携費 
・試験研究費 
・その他経費（会場使用料等に限定） 

○補助対象経費を、費目ごとに記入（千
円未満切り捨て） 

○費目名は「公募要領５．補助対象経費」
の表から選択。 

○項目が多い場合は別紙への記載も可。 

○消費税及び地方消費税を除いた金額
を記載。 
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第２号様式（第 7 条関係） 

事 業 計 画 書 

事 業 名 新型距離測定器に用いる赤外光レーザー投光部・受光部の開発 

新製品・新技術の 
概 要 

（新技術・新製品の背景、目的、内容等について、300 文字程度で具体的に記載するこ

と） 

 

建築現場で用いられる距離測定器は、可視領域のレーザー光を投光し、

対象物からの反射光を受光部で受けて距離を測定するものが主流である

が、安全性の観点から、直視しても害のないレベルにレーザーの出力を落

とさなければならないため、測定距離が最長 1km 程度に留まっており、高

速道路など、大規模な建築現場から、より長い距離を測定できる距離測定

器の開発が待たれている。 

建築業界のニーズに応えるべく、より長い距離を測定できる新型距離測

定器を開発する。 

この新型距離測定器は、従来のレーザー光よりも安全性が高い赤外光レ

ーザーを用いており、レーザーの出力を落とす必要がなく、より長い距離

省電力で測定することができる。新型距離測定器では、従来品の倍にあた

る測定距離 2km かつ従来品から 30％の省電力を目指している。 

 

開 発 内 容 

（今年度の研究開発（※）の目標、内容等を記載すること。また、開発項目ごとに目標、

解決手段、実施内容等を記載すること） 
●今年度の研究開発 

 

新型距離測定器の事業化に向けて、今年度は、そのキーファクターであ

る赤外光レーザーの投光部・受光部の開発を行う。 

これまでに、赤外光レーザー方式による距離測定に関する基礎研究を△

△大学工学部・□□教授とともに進め、特許を取得したところである。 

今年度は、この基礎研究をベースに、より本格的な試作を行い、試作機を

用いた試験・評価を行い、既存製品の 2 倍となる 2km 先までの正確な距離

測定を目指すものである。具体的な開発項目は次項のとおり。 
 
●開発項目 

 

１．投光部の開発 

【目標】 

可視光レーザーと赤外光レーザーの信号を重畳して投光する投光部の開

発 

【課題】 

投光部は、可視光レーザーと赤外光レーザーの信号を重畳して投光する

が、それぞれの信号が干渉しあわないようにする必要がある。 

【解決手段】 

可視光レーザーと赤外光レーザーそれぞれの波長帯の選択 

 

【実施内容】 

・投光器の基本設計 

数年以内に事業化を目指す
「新技術・新製品」の概要を 
その背景や、目的、内容に触
れつつ記載。字数制限に留
意。 
 

前述した「新技術・新製品」
の事業化のために行う研究
開発が複数年にわたる場合
は、そのうち、今年度に補助
金を用いて行う研究開発に
ついて、１年間のプロジェク
トとして抜き出して記載。 
また、開発項目ごとにも、そ
の【目標】、【解決手段】、【実
施内容】を記載。 
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・投光器アンプの試作開発 

・投光器の試験／評価 

 

２．受光部の開発 

【目標】 

赤外光だけを分離して信号のＳ／Ｎ比（信号／雑音比）を向上させる受

光部の開発 

【課題】 

可視光を受光するとＳ／Ｎ比が低下し、測定精度が低下する。 

【解決手段】 

当社の強みである赤外光に関する○○技術（特許取得・詳細は別紙）を用

いる。 

【実施内容】 

・受光部の基本設計 

・受光部の試作開発 

・受光部の試験／評価 

 

３．連動試験 

【目標】 

投光部と受光部を組み合わせ、2km 先まで正確に測定できることを確認。 

【課題】 

今回試作した投光部と受光部を実際に組み合わせたことはなく、基礎研

究とおりに連動して作用するか確認する必要がある。 

また、併せて、建築材料毎の反射率や、実際の建築現場における使用感を

把握する必要がある。 

【解決手段】 

試作した投光部と受光部を組み合わせたものを用いて、建設材料別に

100m から 2km まで測定試験を行い、投光部と受光部の連動状況や、現行測

定器との性能比較、建設材料毎の反射率について試験・評価を行う。また、

実際の建設現場において、実際に建築業者の方に試験をしてもらい、使用

感についてレビューを実施する。 

【実施内容】 

・試験（（公財）神奈川科学技術アカデミー） 

・試験（建築現場） 

 

開発スケジュール 

（今年度の研究開発のスケジュールを開発項目ごとに記載すること） 
開発内容とスケジュールの 
項目は整合させる 

必要に応じて補足資料を別紙として添付可 

図・写真 
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（※表形式でも可） 

  

 

共 同 開 発 企 業 

又 は 機 関 等 

（今年度の研究開発に関して、共同開発を行う企業等があれば記載すること） 

（公財）神奈川科学技術アカデミー：連動試験を依頼する 

新  規  性・ 
独  自  性 

（新技術・新製品の市場ニーズ、市場規模、市場シェアの見込みについて記載すること） 
従来の距離測定器の最大 2 倍の距離を測定可能なため、新規性が高い。

また、赤外光レーザーを用いた距離測定技術についても、実用化された例

はなく、技術としての新規性・独自性ともに高い。 

赤外光レーザーを用いた距離測定の課題のひとつに、赤外線のみを分離

して受光する方法があるが、当社では赤外光に関する○○技術について特

許を取得しており、これを活用できることが強みである。 

市 場 性 

（新技術・新製品の市場ニーズ、市場規模、市場シェアの見込みについて記載すること） 
レーザー式建築用距離測定器の市場規模は、◎億円である。（出処：▽▽

協会統計）現在弊社では、建築用距離測定器の 20**年度売上が※億円であ

り、本開発に成功すれば新商品として投入し、既存の販売ルートを活用し

て売上貢献が見通せる。製品化後の初年度売上は、□億円を目指す。 

また、当社の距離測定器（可視領域レーザー光を用いる既存のもの）のユ

ーザー100 社に、新型距離測定器についてアンケートを行ったところ、7割

以上が「購入したい」と回答している。 

事 業 化 

の 見 込 み 

（新技術・新製品の事業化に向けて、今年度の研究開発以外に必要な事項（追加開発、

生産・販路開拓の体制整備等）について記載すること） 
来年度、基板や筐体について追加開発を行い、最終試験・評価を行ったの

ち、20**年秋頃の製品化を目指す。 

製品化後は、当社の協力会社であり、建築業界に販路がある××通商（株）

を通じて販売を行う。 

新製品の量産にあたり、本社工場内に新たなラインを自社資金にて増設

予定である。 

環境性・社会性 

（新技術・新製品が脱炭素をはじめとする環境への貢献、社会や産業界に与える影響
を記載すること） 

2km まで測定できるレーザー距離測定器は、業界他社も実現しておらず、

業界への大きなインパクトがあると思われる。 

特に高速道路や橋梁等の大規模なインフラ工事現場において作業効率が

上がることが想定され、工事期間の短縮化への貢献が期待される。 

特許・実用新案 

（申請中を含む） 

「赤外光に関する○○技術」の特許は、平成＊＊年10月に取得済（日、米） 

他 の 補 助 金 の 

受入・申請状況 

無 

加 点 項 目 

（以下の加点項目及び備考欄への記載は必須ではありません。該当する場合にのみ記載

ください。また、加点項目１－１と１－２については、両方に記載も可能ですが、加点

対象はどちらか１項目となります。いずれの加点項目についても、審査会にて加点の妥

当性が認められた場合のみ、加点対象となります。） 

同一の開発内容で受入・申請した国や県などの補助金の
名称を記載してください（重複採択不可） 

類似品が無いこと、 
もしくは類似品に対しての 
独自性を説明。 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1.投光部の開発
・投光器の基本設計
・投光器アンプの試作開発
・投光器の試験／評価
2．受光部の開発
・受光部の基本設計
・受光部の試作開発
・投光器の試験／評価
3.連動試験
・試験（(公財)神奈川科学技術アカデミー）
・試験(建築現場)
4.報告書の作成
・経費の支払い、報告書の作成
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＊加点項目１－１

【デジタル化】 

※本事業がデジタル化に資する場合、その理由と効果を記載すること 

＊加点項目１－

２ 【Ｓ ＤＧ s 】 

※本事業が、気候変動への影響軽減等、ＳＤＧs の達成に資する場合、その理由と効果

を記載すること 

従来品と比べ、30％の省電力を実現することが可能であり、気候変動への

影響軽減等に資する取組である。 

＊加点項目２【事業

継続計画（ＢＣＰ）】 
提出書類（ 事業継続力強化計画 ） 

特 記 事 項 

※貴社の得意とする技術などＰＲしたい点があればお書きください。 

 
弊社は、大手企業の研究所で世界初の☆☆用レーザー測定器の実用開発

にプロジェクトリーダーとして立ち上げに成功した川崎一子（現代表）に

よりレーザー装置の研究開発型ベンチャーとして平成 5年に設立された。 

設立後は、数多くのレーザー距離測定器を製造して実績を積んできた。

第○回の「かわさき起業家オーディション」で▽賞を受賞し、その事業性に

も高い評価を受けている。□年度の「川崎ものづくりブランド」にも弊社の

レーザー測定器は選定されている。 

※ 説明に資料が必要な場合には、別に添付してください。 
※ 今年度の研究開発とは、新技術・新製品の事業化のために行う研究開発のうち、今年

度、本補助金を活用して取り組む予定の研究開発のことをいいます。 

 


